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鳥取砂丘コナン空港から飛び立とう !
問	鳥取空港の利用を促進する懇話会事務局（交通政策課内）
	0857-20-3257	 	0857-20-3048

市民政策コメントを募集します
問	第二庁舎生涯学習・スポーツ課（〒680-8571上魚町 39）
	0857-20-3373	 	0857-20-3364
	kyo-gakuspo@city.tottori.lg.jp

鳥取市民体育館再整備基本構想（案）
　市民体育館は、年間10万人以上の市民が利用する本
市のスポーツ推進の拠点的施設ですが、建設から40年
以上が経過し、老朽化対策と耐震化が喫緊の課題となっ
ています。このたび、市民体育館等あり方検討委員会
の提言、提言に対する市民、民間事業者からの意見を踏
まえ、市民体育館を再整備するための指針となる鳥取市
民体育館再整備基本構想（案）をとりまとめましたので、
みなさんのご意見を募集します。
資料公開　本庁舎、駅南庁舎、各総合支所、本市公式ホー

ムページ
公開期間　5月19日（金）まで
提出方法　様式は問いません。住所、氏名、電話番号を

明記のうえ、郵送、ファクシミリ、電子メー
ル、持参のいずれかで問い合わせ先まで
※持参の場合は第二庁舎生涯学習・スポーツ
課まで

提出期限　5月19日（金）まで

■鳥取－東京便利用者、過去最高の37万人を記録！
　鳥取砂丘コナン空港と羽田空港を結ぶ鳥取 -東京便の
2016 年度の利用者数が 37 万 3115 人となり、前年度
を 5016 人上回って過去最高を更新しました。
　現在、鳥取空港の東京便は、国土交通省の政策コンテ
ストにより、1往復増便（平成 30年 3月までの期間限
定）されていますが、平成 30年 4月以降も東京便 1日
5往復を継続するためにも、市民のみなさんの積極的な
ご利用をお願いします。
■鳥取空港は今年7月 31日で開港50周年！
　1967（昭和 42）年に鳥
取空港が県営空港としてス
タートして、7 月 31 日で
50周年を迎えます。
　この間、東京便のほか大
阪便や広島便、名古屋便の
就航や廃止など幾多の変遷
を経て現在、東京便 1日 5往復 10便が就航しています。
平成 27 年 12 月には、全路線搭乗者が 1000 万人を突
破。鳥取県東中部および兵庫県北部の空の玄関として観
光、ビジネス、産業を支え、地域の発展に重要な役割を
果たしています。
　今年度、鳥取空港の利用を促進する懇話会では、子育
て世代や家族の介護のために飛行機を利用する人への運
賃助成や鳥取空港開港 50周年を記念した格安旅行商品
の企画、東京便の利用者を対象にしたプレゼントキャン
ペーンなどを行いますので、この機会にぜひ飛行機をご
利用ください。
■鳥取砂丘コナン空港に行ってみよう！
　平成 27 年 3 月に、鳥取
を代表する観光地「鳥取砂
丘」と鳥取県出身の漫画家、
青山剛昌さんの人気漫画「名
探偵コナン」にちなんで、
愛称を「鳥取砂丘コナン空
港」としてリニューアルオ
ープン。
　国内線ターミナルビルでは、コナンと蘭のフィギュア
がお出迎え。国際会館にもトリックアートやメモリアル
スポットなどが設置され、「名探偵コナン」ファンにと
って「聖地」となった空港には、連日、若者や家族連れ
など幅広い層が訪れています。
■鳥取空港サポートクラブ会員を募集中！
　鳥取空港の利用を促進する懇話会では、鳥取砂丘コナ
ン空港を身近な空港として、積極的な利用を宣言してい
ただく応援団「鳥取空港サポートクラブ」会員を募集し
ています。
　会員になると、鳥取空港内の協賛店舗でお買い物の際
にお得な割引サービスを受けれたり、飛行機の利用回数

に応じたプレゼントキャン
ペーンに応募することがで
きます。どなたでも会員に
なれますので、今すぐお申
し込みを！

ご存知ですか？「糖尿病友の会」
問	中央保健センター	成人保健係		 	0857-20-3194	
　	各総合支所市民福祉課	（ 18ページ）
　本市では、血糖値が少し高い人、治療中の人などが定
期的に集まり、情報交換会を中心に料理講習や運動講習、
勉強会と楽しく活動しています。
■5月はこんな活動をします
新緑“爽やか”ウォーキング
と　き　５月８日（月）9:30 〜 12:30
ところ　若葉台大池周辺
※血糖値が気になる人、家族の健康が気になる人などで
友の会に参加を希望される人は、問い合わせ先までご
連絡ください。まずは見学からでも大丈夫ですので、
みなさんのお越しをお待ちしています。

しゃんしゃん体操普及員募集
問	中央保健センター		 	0857-20-3194	 	0857-20-3199
　介護予防とふれあいのあるあたたかい地域づくりを目的
に、「しゃんしゃん体操」を普及しています。心も体も「し
ゃん」とする楽しい体操を地域で一緒に始めてみませんか？
対　象　7回講座を受講し、地域でしゃんしゃん体操を

普及していただける人
ところ　鳥取市人権交流プラザ	大ホール（幸町）
定　員　50人　　参加料　無料
申込み期限　5月19日（金）

日　　　時 内　容
第1回 6月		1日（木）

13:30
〜
16:00

講義と　
実技指導

第2回 6月		8日（木）
第3回 6月15日（木）
第4回 6月22日（木）
第5回 6月29日（木）
第6回 7月		7日（金）
第7回 7月14日（金）

「障害者差別解消法」を
知っていますか？

問駅南庁舎障がい福祉課
	0857-20-3474	 	0857-20-3406

問中央人権センター
	0857-24-8241	 	0857-24-8067

　障害者差別解消法は、平成28年4月1日に施行され
た法律で、障がいのある人に対する不当な差別的取り
扱いを禁止するとともに、民間事業者などにも障がい
のある人に対して合理的配慮を提供することを求めて
います。不当な差別的取り扱いや合理的配慮には、次
のような事例があります。
【不当な差別的取扱いに当たり得る具体例】
◆障がいがあることを理由に入店を拒否したり、窓口
対応を拒否する。
◆障がいがあることを理由に対応の順序を後回しにする。
【合理的配慮に当たり得る具体例】
◆段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ
などの補助をする、携帯スロープを渡すなどする。
◆配架棚の高い所に置かれた品物などを取って渡す。
品物などの位置を分かりやすく伝える。
◆希望する方法を聞いた上で、筆談、読み上げ、手話、
点字、拡大文字、手書き文字などのコミュニケーショ
ン手段を用いる。
　合理的配慮は、障がいのある人からの「こうしてほし
い」という「意思の表明」により進められる取り組みです。
本人やその家族の人が意思を表明しやすい環境づくりに
努めてください。
　また、何にバリアを感じているかは、障がいのある人
一人ひとりで異なります。合理的配慮を行う際は、どの
ような対応が必要か本人などにしっかりと聴いた上で、
適切な対応を行うよう心がけてください。

平成 29 年度人権とっとり講座
問本庁舎人権推進課
0857-20-3224	 	0857-20-3052

　	公益財団法人鳥取市人権情報センター
0857-24-3125	 	0857-24-3444

と こ ろ　鳥取市人権交流プラザ（幸町）
対　　象　人権について関心のある市内在住の人、また

は本市に通勤、通学している人
受講時間　13:30 〜 16:30　　受講料　無料
申込期限　6月 2日（金）まで
そ の 他　手話通訳・要約筆記をご希望の人は、申込み

時にお伝えください。
【講　義】

時期 内　　　　容

6月23日（金）
「一人ひとりを大切にするダイバーシティ
社会とは」
講師　田

	た	むら

村太
	た 	ろう

郎さん

7月12日（水）
「考えよう！	子どもの貧困」
講師　幸

ゆきしげ

重忠
ただたか

孝さん

7月21日（金）
「レイシャル・ハラスメントを考える」
講師　金

きむ

明
みょんす

秀さん

9月15日（金）
「ハンセン病療養所を世界遺産に」
講師　田

	た	むら

村朋
ともひさ

久さん

9月22日（金）
「障害があってもなくてもともに暮らせる
まちづくり」　
講師　玉

たま	き 	

木幸
ゆきのり

則さん

10月6日（金）
「出会いから学ぶ」
講師　高

たか	た 	

田美
み き

樹さん

【講演会】　「差別されない権利」
　　　　　講　師　木

	き	むら

村草
そう	た 	

太さん
　　　　　と　き　9月 10日（日）14:00 〜 16:00
　　　　　ところ　とりぎん文化会館	第 1会議室
※ 6月 23日（金）に開講式、10月 6日（金）に閉講式

地震への対策を
問本庁舎危機管理課
	0857-20-3127	 	0857-20-3042

問鳥取地方気象台		 	0857-29-1313
■緊急地震速報を⾒聞きしたら
　あわてず、まわりの人にも声をかけながら、まず身の
安全を確保 !!
◆地震による強い揺れ（最大震度５弱以上を予想した時、
震度４以上を予想した地域に発表）を事前（数秒から
数十秒前）にお知らせします。
◆震源に近い地域では、緊急地震速報の発表が強い揺れ
に間に合わないことがあります。

■続けて起こる地震に注意
　揺れの強かったところでは、続けて起こる地震でも
大きく揺れることがあるため注意してください。

■建物が強い揺れを受けたら
　倒壊していなくても、以前より壊れやすくなってい
る場合があるためご注意を! !
◆安全が確認されるまでは建物に戻らず、避難を続けて
ください。

■地震に備える
　不意の地震に日ごろから備えましょう。
◆家具の固定、備品の落下防止、ガラスの飛散防止、住
宅の耐震化
◆防災用品を用意（懐中電灯、スリッパ、携帯ラジオなど）
◆避難場所、避難経路、家族の集合場所の確認

■海岸付近で強い揺れを感じたら
　津波を想定し、直ちに高い場所へ ! !

開港時の鳥取空港

【撮影：浅田政志】

課の名称が変わりました
問本庁舎職員課		 	0857-20-3107	 	0857-20-3040
　4月の機構改革により、名称が変更となった課につい
て紹介します。

■ 児童家庭課 ⇨ こども家庭課（駅南庁舎1階） 
	0857-20-3461		 	0857-20-3405

業務内容　保育園の管理運営や子育て支援事業の実施
などの子育て支援窓口


